
 

議案第６２号 

 

   山陽小野田市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和５年９月５日提出 

 

                  山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

山陽小野田市都市公園条例の一部を改正する条例 

 山陽小野田市都市公園条例（平成１７年山陽小野田市条例第１６０号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第２中 

「 

占用物件名 単位 使用料の額 

第１種電柱 １本につき１年 ３５０円 

第２種電柱 ５４０円 

第３種電柱 ７３０円 

第１種電話柱 ３２０円 

第２種電話柱 ５００円 

第３種電話柱 ６９０円 

その他の柱類 ３２円 

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートル

につき１年 

３円 

地下電線その他地下に設ける線類 ２円 

変圧塔その他これに類するもの １個につき１年 ６３０円 

法第７条第１項第１号に規定するもの

で上記以外のもの 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

 

６３０円 



 

水道管、下

水道管、ガ

ス管その他

これらに類

するもの 

外径が７０ミリメートル未

満のもの 

長さ１メートル

につき１年 

１３円 

外径が７０ミリメートル以

上１００ミリメートル未満

のもの 

１９円 

外径が１００ミリメートル

以上１５０ミリメートル未

満のもの 

２８円 

外径が１５０ミリメートル

以上２００ミリメートル未

満のもの 

３８円 

外径が２００ミリメートル

以上３００ミリメートル未

満のもの 

５７円 

外径が３００ミリメートル

以上４００ミリメートル未

満のもの 

７６円 

外径が４００ミリメートル

以上７００ミリメートル未

満のもの 

１３０円 

外径が７００ミリメートル

以上１，０００ミリメート

ル未満のもの 

１９０円 

外径が１，０００ミリメー

トル以上のもの 

３８０円 

郵便差出箱 １個につき１年 ２７０円 

公衆電話所 ６３０円 

競技会、集会、展示会、博覧会その他こ

れらに類する催しのため設けられる仮

占用面積１平方

メートルにつき

当該土地の価格

の１０００分の



 

設工作物 １日 ０．２を超えな

い額の範囲内で

市長が定める額 

標識 １本につき１年 ５００円 

警察署の派出所及びこれに附属する物

件又は天体、気象若しくは土地観測施設 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

６３０円 

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事

用施設又は土石、竹木、瓦その他の工事

用材料置場 

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

９６円 

業として行う映画撮影及び興行のため

の仮設工作物 

１日につき ９，０００円 

」 

を 

「 

 占用物件名 単位 使用料の額 

第１種電柱 １本につき１年 ４８０円 

第２種電柱 ７３０円 

第３種電柱 ９９０円 

第１種電話柱 ４３０円 

第２種電話柱 ６８０円 

第３種電話柱 ９４０円 

その他の柱類 ４３円 

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートル

につき１年 

４円 

地下電線その他地下に設ける線類 ３円 

変圧塔その他これに類するもの １個につき１年 ８５０円 

法第７条第１項第１号に規定するもの

で上記以外のもの 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

８５０円 



 

水道管、下

水道管、ガ

ス管その他

これらに類

するもの 

外径が０．０７メートル未

満のもの 

長さ１メートル

につき１年 

１８円 

外径が０．０７メートル以

上０．１メートル未満のも

の 

２６円 

外径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のも

の 

３８円 

外径が０．１５メートル以

上０．２メートル未満のも

の 

５１円 

外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの 

７７円 

外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの 

１００円 

外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの 

１８０円 

外径が０．７メートル以上

１メートル未満のもの 

２６０円 

外径が１メートル以上のも

の 

５１０円 

郵便差出箱 １個につき１年 ３６０円 

公衆電話所 ８５０円 

競技会、集会、展示会、博覧会その他こ

れらに類する催しのため設けられる仮

設工作物 

占用面積１平方

メートルにつき

１日 

当該土地の価格

の１０００分の

０．２を超えな

い額の範囲内で

市長が定める額 

標識 １本につき１年 ６８０円 



 

警察署の派出所及びこれに附属する物

件又は天体、気象若しくは土地観測施設 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

８５０円 

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事

用施設又は土石、竹木、瓦その他の工事

用材料置場 

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

８７円 

業として行う映画撮影及び興行のため

の仮設工作物 

１日につき ９，０００円 

」 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の山陽小野田市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に

使用許可したものから適用し、同日前に使用許可したものについては、なお

従前の例による。
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議案第６２号参考資料 

山陽小野田市都市公園条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第２（第１０条関係） 別表第２（第１０条関係） 

２ 都市公園を占用する場合 

   

 占用物件名 単位 使用料の額  

第１種電柱 １本につき１年 ４８０円 

第２種電柱 ７３０円 

第３種電柱 ９９０円 

第１種電話柱 ４３０円 

第２種電話柱 ６８０円 

第３種電話柱 ９４０円 

その他の柱類 ４３円 

共架電線その他上空に設ける線

類 

長さ１メートル

につき１年 

４円 

地下電線その他地下に設ける線

類 

３円 

変圧塔その他これに類するもの １個につき１年 ８５０円 

法第７条第１項第１号に規定す

るもので上記以外のもの 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

 

８５０円 

２ 都市公園を占用する場合 

   

 占用物件名 単位 使用料の額  

第１種電柱 １本につき１年 ３５０円 

第２種電柱 ５４０円 

第３種電柱 ７３０円 

第１種電話柱 ３２０円 

第２種電話柱 ５００円 

第３種電話柱 ６９０円 

その他の柱類 ３２円 

共架電線その他上空に設ける線

類 

長さ１メートル

につき１年 

３円 

地下電線その他地下に設ける線

類 

２円 

変圧塔その他これに類するもの １個につき１年 ６３０円 

法第７条第１項第１号に規定す

るもので上記以外のもの 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

 

６３０円 
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水道管、

下水道

管、ガス

管その他

これらに

類するも

の 

 

外径が０．０７メート

ル未満のもの 

長さ１メートル

につき１年 

１８円 

外径が０．０７メート

ル以上０．１メートル

未満のもの 

２６円 

外径が０．１メートル

以上０．１５メートル

未満のもの 

３８円 

外径が０．１５メート

ル以上０．２メートル

未満のもの 

５１円 

外径が０．２メートル

以上０．３メートル未

満のもの 

７７円 

外径が０．３メートル

以上０．４メートル未

満のもの 

１００円 

外径が０．４メートル

以上０．７メートル未

満のもの 

１８０円 

外径が０．７メートル

以上１メートル未満の

もの 

２６０円 

水道管、

下水道

管、ガス

管その他

これらに

類するも

の 

外径が７０ミリメート

ル未満のもの 

長さ１メートル

につき１年 

１３円 

外径が７０ミリメート

ル以上１００ミリメー

トル未満のもの 

１９円 

外径が１００ミリメー

トル以上１５０ミリメ

ートル未満のもの 

２８円 

外径が１５０ミリメー

トル以上２００ミリメ

ートル未満のもの 

３８円 

外径が２００ミリメー

トル以上３００ミリメ

ートル未満のもの 

５７円 

外径が３００ミリメー

トル以上４００ミリメ

ートル未満のもの 

７６円 

外径が４００ミリメー

トル以上７００ミリメ

ートル未満のもの 

１３０円 

外径が７００ミリメー

トル以上１，０００ミリ

メートル未満のもの 

 

１９０円 
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外径が１メートル以上

のもの 

５１０円 

郵便差出箱 １個につき１年 ３６０円 

公衆電話所 ８５０円 

競技会、集会、展示会、博覧会

その他これらに類する催しのた

め設けられる仮設工作物 

占用面積１平方

メートルにつき

１日 

当該土地の

価格の 

１０００分

の０．２を

超えない額

の範囲内で

市長が定め

る額 

標識 １本につき１年 ６８０円 

警察署の派出所及びこれに附属

する物件又は天体、気象若しく

は土地観測施設 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

８５０円 

工事用板囲い、足場、詰所その

他の工事用施設又は土石、竹木、

瓦その他の工事用材料置場 

占用面積１平方

メートルにつき 

１月 

８７円 

業として行う映画撮影及び興行

のための仮設工作物 

１日につき ９，０００

円 

 
 

外径が１，０００ミリメ

ートル以上のもの 

３８０円 

郵便差出箱 １個につき１年 ２７０円 

公衆電話所 ６３０円 

競技会、集会、展示会、博覧会そ

の他これらに類する催しのため

設けられる仮設工作物 

占用面積１平方

メートルにつき

１日 

当該土地の

価格の 

１０００分

の０．２を

超えない額

の範囲内で

市長が定め

る額 

標識 １本につき１年 ５００円 

警察署の派出所及びこれに附属

する物件又は天体、気象若しくは

土地観測施設 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

６３０円 

工事用板囲い、足場、詰所その他

の工事用施設又は土石、竹木、瓦

その他の工事用材料置場 

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

９６円 

業として行う映画撮影及び興行

のための仮設工作物 

１日につき ９，０００

円 

 
 

  

 


